
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
年
十
二
月
十
八
日

参

議

院

総

務

委

員

会

政
府
及
び
人
事
院
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
昨
今
の
一
部
幹
部
公
務
員
の
不
祥
事
等
に
対
し
国
民
の
厳
し
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
綱
紀
の
粛

正
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
行
政
及
び
公
務
員
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
引
き
続
き
検
討

す
る
こ
と
。

二
、
退
職
手
当
・
恩
給
審
査
会
に
お
け
る
公
平
・
公
正
な
審
査
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
委
員
の
人
選
及
び
審
査
手
続
に
つ
い
て

配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
退
職
手
当
の
支
給
制
限
及
び
返
納
・
納
付
に
係
る
処
分
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
遺
族
、
相

続
人
の
取
扱
い
を
含
め
、
十
分
慎
重
な
対
応
を
図
る
こ
と
。

三
、
退
職
手
当
制
度
の
見
直
し
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
退
職
手
当
の
一
部
支
給
制
限
制
度
及
び
一
部
返
納
制
度
に
つ
い
て
は
、

公
務
規
律
の
弛
緩
を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
、
厳
正
か
つ
公
正
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
諭
旨
免
職
に
つ

い
て
も
、
適
切
な
対
応
を
図
る
こ
と
。

四
、
今
回
法
律
上
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
非
特
定
独
立
行
政
法
人
等
に
つ
い
て
は
、
各
法
人
に
対
し
、
国
家
公
務
員
の

場
合
に
準
じ
た
検
討
を
行
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


